
第三者請求用 

住民票の写し等交付請求書（個人用） 

陸前高田市長 様 

 

・偽りその他不正な手段により、証明書等の交付を受けた者には、刑罰が科せられます。 

令和 ８ 年 ４ 月 １ 日 

請求者 

住所 

岩手県陸前高田市高田町字下和野 100番地 

 

電話番号 080-○○○○-○○○○ 

氏名 陸高 花代 
生年 

月日 

昭和・平成・令和 

  2 年 10 月 5 日 

 

住

民

票

の

写

し

等 

住 所 岩手県陸前高田市高田町字下和野 1000番地 
証 

明 

書 

の 

種 

類 

住民票の写し（世帯一部） 

         1 通 

対 象 者 の 

氏 名 

陸高 太郎 

明治・大正・昭和・平成・令和 30 年 5 月 3 日 

住民票の除票 

通 

請求理由 

※本籍・筆頭者、世帯主・続柄、マイナンバーは省略して発行されます。 

母・岩手花子の死亡に伴う相続登記を代表相続人として手続きするため、相続人

全員の住民票が必要なため。 

 

戸籍謄本も必要であり、請求にあたり、正確な戸籍表示を確認するため、本籍と筆

頭者の記載も必要。 

 

 

 

★職員記入欄★ 

疎明資料 □金銭消費貸借契約書 □ローン契約書 □（                     ） 

本
人
確
認 

１点 □ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ □運転免許証 □パスポート □障害者手帳 

□（               ） 

受付 確認 手数料計 

 

 

 

  

円 

２点 □資格確認書 □介護保険証 □医療受給者証 

□（               ） 

 

 

記入例 

記入例 


